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一
に
つ
い
て 
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が
千
九
百
九
十
三
年
に
発
表
し
た
調
査
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
、
オ

ラ
ン
ダ
及
び
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
千
九
百
八
十
九
年
、
千
九
百
九
十
一
年
及
び
千
九
百
九
十
三
年
に
導
入
さ

れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
特
許
権
の
有
効
期
間
を
経
過
し
た
医
薬
品
が
対
象
と
な
り
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
は
、

革
新
的
な
医
薬
品
以
外
の
医
薬
品
が
対
象
と
な
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
複
数
の
企
業
に
よ
り
同
一
の
成
分
、
包 

 

装
、
用
法
及
び
用
量
で
供
給
さ
れ
る
医
薬
品
の
み
が
対
象
と
な
る
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
対
象
と
な
る
医
薬
品
の
範

囲
、
分
類
方
法
等
に
相
違
が
あ
る
。 

御
指
摘
の
い
わ
ゆ
る
参
照
価
格
制
度
は
、
公
的
な
医
療
保
障
制
度
の
給
付
に
お
い
て
医
薬
品
に
つ
い
て
償
還
す
る
際
に
、

一
定
の
分
類
ご
と
に
償
還
さ
れ
る
額
の
上
限
と
な
る
参
照
価
格
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
参
照
価
格
制
度
の

各
国
の
導
入
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
一
般
地
区
疾
病
金
庫
連
合
会
研
究
所
（W

issenschaftliches Institut der 

ま
た
、
参
照
価
格
制
度
の
導
入
前
後
に
お
け
る
薬
剤
費
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
一
般
地
区
疾
病
金

庫
連
合
会
（
Ａ
Ｏ
Ｋ
）
が
発
行
し
た
「
ド
イ
ツ
薬
剤
処
方
報
告
書
（
千
九
百
九
十
四
年
版
）
」
（A

r
z
n
e
i
v
e
r
o 

衆
議
院
議
員
草
川
昭
三
君
提
出
医
薬
品
の
適
正
使
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

二
に
つ
い
て 

参
照
価
格
制
度
の
導
入
前
後
に
お
け
る
患
者
負
担
額
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
国
に
つ
い
て
も
、
適
当
な
資
料
が

な
い
た
め
、
承
知
し
て
い
な
い
。 

rdnungs
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に
よ
る
と
、
外
来
診
療
に
係
る
薬
剤
費
の
対
前
年
比
増
加
率
は
、
同
制
度

の
導
入
の
前
年
で
あ
る
千
九
百
八
十
八
年
は
八
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
千
九
百
八
十
九
年
は
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
千
九
百
九

十
年
は
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
千
九
百
九
十
一
年
は
十
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
及
び
デ
ン
マ
ー
ク
に

お
け
る
参
照
価
格
制
度
の
導
入
前
後
に
お
け
る
薬
剤
費
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
適
当
な
資
料
が
な
い
た
め
、
承
知
し
て
い
な

い
。 

en

） 

の
調
査
に
よ
る
と
、
同
制
度
が
導
入
さ
れ
た
千
九
百
八
十
九
年
に
は
約
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
千
九
百
九

十
六
年
に
は
約
五
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
千
九
百
九
十
三
年
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
政
府
が
ま
と
め
た
「
医
薬

品
の
参
照
価
格
に
関
す
る
規
則
の
経
験
に
つ
い
て
の
連
邦
政
府
報
告
」
（B

ericht 
der 

B
undesr 

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
医
師
の
処
方
に
係
る
医
薬
品
の
う
ち
参
照
価
格
制
度
の
対
象
と
な
る
医
薬
品
が
占
め
る
割
合
は
、
企

業
疾
病
金
庫
連
邦
連
合
会
（B

undesverband
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に
よ
る
と
、
同
制
度
の
対
象 

と
な
ら
な
い
医
薬
品
の
価
格
は
上
昇
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
参
照
価
格
制
度
の
対
象
と
な
る
医
薬
品
が
六
十
パ
ー
セ

ン
ト
程
度
で
あ
る
理
由
は
、
詳
細
に
は
承
知
し
て
い
な
い
が
、
特
許
期
間
中
の
医
薬
品
が
同
制
度
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い

こ
と
も
一
つ
の
要
因
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

医
療
機
関
が
発
行
し
た
院
外
処
方
せ
ん
の
総
数
は
統
計
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
が
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
発

行
の
「
基
金
年
報
（
平
成
七
年
度
版
）
」
及
び
厚
生
省
発
行
の
「
国
民
健
康
保
険
事
業
年
報
（
平
成
七
年
度
版
）
」
に
お
け 

 
 

 

る
各
年
度
の
保
険
薬
局
の
調
剤
報
酬
点
数
表
に
お
け
る
調
剤
基
本
料
の
算
定
に
係
る
処
方
せ
ん
の
受
付
回
数
（
一
定
の
場 

合
、
複
数
の
処
方
せ
ん
を
受
け
付
け
て
も
一
回
と
数
え
る
。
以
下
「
処
方
せ
ん
受
付
回
数
」
と
い
う
。
）
を
合
計
す
る
と
、 

 
 

平
成
三
年
度
が
約
一
億
六
千
四
十
九
万
回
、
平
成
四
年
度
が
約
一
億
八
千
七
十
四
万
回
、
平
成
五
年
度
が
約
二
億
二
百
二
十

四
万
回
、
平
成
六
年
度
が
約
二
億
三
千
八
百
十
九
万
回
、
平
成
七
年
度
が
約
二
億
六
千
五
百
八
十
七
万
回
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

五 

 



 

五
に
つ
い
て 

厚
生
省
に
お
い
て
平
成
八
年
五
月
分
の
調
剤
報
酬
明
細
書
か
ら
抽
出
し
た
五
万
五
千
五
百
四
十
件
に
つ
い
て
調
査
し
た
と

こ
ろ
、
処
方
せ
ん
受
付
回
数
が
四
千
回
以
下
で
特
定
の
保
険
医
療
機
関
に
係
る
処
方
せ
ん
に
よ
る
調
剤
の
割
合
（
以
下
「
集

中
率
」
と
い
う
。
）
が
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
保
険
薬
局
、
処
方
せ
ん
受
付
回
数
が
四
千
回
超
で
集
中
率
が
七
十
パ
ー
セ 

 

ン
ト
以
下
の
保
険
薬
局
（
処
方
せ
ん
受
付
回
数
が
六
百
回
以
下
で
集
中
率
が
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
超
の
も
の
を
含
む
。
）
、
処 

 

方
せ
ん
受
付
回
数
が
四
千
回
以
下
で
集
中
率
が
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
超
の
保
険
薬
局
（
処
方
せ
ん
受
付
回
数
が
六
百
回
以
下
で

集
中
率
が
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
超
の
も
の
を
除
く
。
）
及
び
処
方
せ
ん
受
付
回
数
が
四
千
回
超
で
集
中
率
が
七
十
パ
ー
セ
ン
ト 

超
の
保
険
薬
局
に
よ
り
行
わ
れ
た
調
剤
報
酬
請
求
件
数
の
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
六
十 

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
全
国
の
薬
局
数
は
統
計
を
作
成
し
て
い
な
い
た
め
把
握
し
て
い
な
い
が
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議 

 
会
が
平
成
七
年
六
月
に
示
し
た
医
療
経
済
実
態
調
査
報
告
に
よ
る
と
、
全
国
の
保
険
薬
局
か
ら
抽
出
さ
れ
た
六
百
十
二
の
保

険
薬
局
中
、
一
か
月
当
た
り
の
処
方
せ
ん
枚
数
が
三
百
枚
以
上
五
百
枚
未
満
で
あ
る
保
険
薬
局
が
三
十
四
、
五
百
枚
以
上
千

枚
未
満
で
あ
る
保
険
薬
局
が
百
二
十
二
、
千
枚
以
上
二
千
枚
未
満
で
あ
る
保
険
薬
局
が
二
百
五
十
五
、
二
千
枚
以
上
で
あ
る

保
険
薬
局
が
百
九
十
八
で
あ
る
。 
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に
つ
い
て 

七
に
つ
い
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平
成
八
年
度
の
国
立
大
学
医
学
部
附
属
病
院
に
お
け
る
処
方
せ
ん
の
発
行
総
数
に
対
す
る
院
外
処
方
せ
ん
の
割
合
（
院
外

処
方
せ
ん
発
行
率
）
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
門
前
薬
局
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
定
義
が
な
く
対
象
が

特
定
さ
れ
な
い
た
め
、
そ
の
実
情
及
び
数
は
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
国
立
大
学
医
学
部
に
お
け
る
医
学
研
究
の
奨
励
及

び
助
成
、
職
員
及
び
学
生
に
対
す
る
福
利
厚
生
等
を
主
た
る
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
財
団
法
人
が
経
営
す
る
薬
局
の
数
は

二
十
三
で
あ
る
。 

九
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。 
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八 

 

 



 

 
 

 
 七

に
つ
い
て 

九 

  

ド
イ
ツ
の
参
照
価
格
制
度
に
お
け
る
御
指
摘
の
①
か
ら
⑪
ま
で
の
薬
効
分
類
別
の
錠
剤
又
は
カ
プ
セ
ル
の
包
装
種
別
価
格

(

Ｎ
1
・
Ｎ
2
・
Ｎ
3
）
に
つ
い
て
、
同
国
で
発
行
さ
れ
て
い
る
医
薬
品
集
で
あ
る
「R

ote
 

Liste
 

199 

7

」
か
ら
主
な
例
を
挙
げ
る
と
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
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※
図
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